
令和７年度 第１回 兵庫県都市計画審議会

東播都市計画公園の変更

（9.6.3号 三木総合防災公園の変更）

第１号議案

資料２－１
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人口：75,294人
(R2.10.1 国勢調査)

面積：176.51km2

三木市

東播都市計画区域
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三木総合防災公園 位置図

山陽自動車道
三木東IC

三木JCT

市役所

9.6.3号 三木総合防災公園
面積 約202.5ha

三木市全体図

三木総合防災公園周辺図三木市
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航空写真
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航空写真

9.6.3号 三木総合防災公園
 種 別：広域公園
 位 置：三木市志染町窟屋

 志染町三津田 他
面 積：約202.5ha
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計画図

拡大図

既決定の区域
削除する区域

既決定の区域
削除する区域

今回都市計画
変更箇所
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都市計画変更の理由

バイパス整備に伴う都市計画公園区域の変更
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三木三田線の渋滞・事故多発が課題

三木総合防災公園

渋滞区間

志染小学校御坂交差点

至
三
木
市
街
地

至
三
田
市

三木東IC

三木総合防災公園周辺の道路状況

(主)三木三田線
(志染バイパス)

今回都市計画
変更箇所

①

至神戸市西区 至神戸市北区

至加東市

・(主)三木三田線の御坂～御坂東交差点間において、交通集中に伴う渋滞や交通事故が発生
⇒南側に平行する新たな道路の「志染パイパス」を整備中

凡例
 ：高速道路
 ：県道
 ：事業区間
 ：既設歩道
 ：公共施設、学校等

 ：御坂～御坂東交差点間
事故発生箇所（R1～R5）

①

御坂東交差点

車両滞留(約300m)

至
三
木
市
街
地
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(主)三木三田線(志染バイパス)のルート選定
案(１)：都市計画公園区域を回避

：案(1)都市計画公園区域回避案

：都市計画公園区域

：圃場整備済み農地

圃場整備済み農地

地元の意向：生産性低下のおそれがあるため、圃場整備済み農地に計画を極力かけな

いで欲しい

し じみ
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地元の意向：生産性低下のおそれがあるため、圃場整備済み農地に計画を極力かけない
で欲しい

⇒圃場整備済み農地への影響を小さくすることを目的とし、
案(1)、(2)の2案で比較検討を行ったところ、案(2)の採用で約17%(約1,200㎡)の
農地を回避できる結果となった

：案(1)都市計画公園区域回避案

：案(2)圃場整備済み農地回避案

：都市計画公園区域

：圃場整備済み農地

(主)三木三田線(志染バイパス)のルート選定
案(２)：圃場整備済み農地可能な限り回避

し じみ
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：都市計画公園区域

：志染バイパスが重複する範囲

・現道への接続道路として利用

・案(2)でも道路接続の機能は変わらない。

都市計画公園区域を図示現況写真

①

写真位置図

(主)三木三田線(志染バイパス)のルート選定
案(２)：圃場整備済み農地可能な限り回避

し じみ
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三木総合防災公園

凡例

：現道
：拡幅道路線形
：削除部分(72.05㎡）三木総合防災公園

都市計画変更内容

公園の区域を一部削除

三木総合防災公園
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説明会等の実施状況

令和６年７月24日 説明会開催（参加者数０名）

令和６年８月23日 市案の申出

令和６年９月12日 県案の作成 ※

令和６年９月12日 三木市への意見照会

令和６年１0月24日
～１1月7日

案の縦覧
（縦覧場所：県都市計画課、三木市）
→縦覧者0名、意見書なし

令和６年11月26日
三木市都市計画審議会(令和6年11月22日)
意見照会に対する三木市からの回答
→異存なし

※市素案説明会を開催し、素案の周知機会は十分確保されており、
県原案は市素案からの変更が無いことから、県原案の説明会は省略
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